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平
成
二
十
八
年
三
月
十
八
日

第
三
千
七
百
七
十
七
号

増

刊

①

１

福 岡 県　総 務 部 行 政 経 営 企 画 課
株式会社ドミックスコーポレーション

（電話 092-643-3028)
（電話 092-431-4061)

　
　

（
環
境
保
全
課
）…

…
…
…

二
四

　
　
　
　
選
挙
管
理
委
員
会

○
長
が
不
在
者
投
票
管
理
者
と
な
る
べ
き
病
院
等
の
指
定
の
一
部
改
正

　

（
市
町
村
支
援
課
）…

…
…
…

二
四

○
政
治
団
体
の
設
立
届　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
市
町
村
支
援
課
）…

…
…
…

二
四

○
政
治
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
届　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
市
町
村
支
援
課
）…

…
…
…

二
五

○
政
治
団
体
の
解
散
届　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
市
町
村
支
援
課
）…

…
…
…

二
六

○
資
金
管
理
団
体
の
指
定
届　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
市
町
村
支
援
課
）…

…
…
…

二
六

○
資
金
管
理
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
届　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
市
町
村
支
援
課
）…

…
…
…

二
七

○
政
治
団
体
の
設
立
届　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
市
町
村
支
援
課
）…

…
…
…

二
七

○
政
治
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
届　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
市
町
村
支
援
課
）…

…
…
…

二
七

○
政
治
団
体
の
解
散
届　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
市
町
村
支
援
課
）…

…
…
…

二
八

○
資
金
管
理
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
届　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
市
町
村
支
援
課
）…

…
…
…

二
八

○
資
金
管
理
団
体
の
指
定
取
消
届　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
市
町
村
支
援
課
）…

…
…
…

二
八

　
　
　
　
人
事
委
員
会

○
福
岡
県
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
施
行
に
関
す
る
規
則
等
の
一
部
を
改

　

正
す
る
規
則　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
人
事
委
員
会
事
務
局
給
与
公
平
課
）…

…
…
…

二
九

○
職
員
の
懲
戒
の
手
続
及
び
効
果
に
関
す
る
規
則
の
一
を
改
正
す
る
規
則

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
人
事
委
員
会
事
務
局
給
与
公
平
課
）…

…
…
…

二
九

○
職
務
に
専
念
す
る
義
務
の
免
除
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
人
事
委
員
会
事
務
局
給
与
公
平
課
）…

…
…
…

三
〇

　

九
州
歴
史
資
料
館
の
使
用
料
及
び
手
数
料
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ

こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
八
年
三
月
十
八
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
規
則
第
十
五
号

九
州
歴
史
資
料
館
の
使
用
料
及
び
手
数
料
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　
　
　
　
規
　
　
　
則
（
第
十
五
号

－

第
二
十
三
号
）

○
九
州
歴
史
資
料
館
の
使
用
料
及
び
手
数
料
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

　

規
則　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
教
育
庁
文
化
財
保
護
課
）…

…
…
…
…

一

○
福
岡
県
立
美
術
館
使
用
料
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
教
育
庁
社
会
教
育
課
）…

…
…
…
…

二

○
福
岡
県
青
少
年
科
学
館
の
利
用
料
金
の
減
免
及
び
還
付
に
関
す
る
規
則
の
一
部

　

を
改
正
す
る
規
則　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
教
育
庁
社
会
教
育
課
）…

…
…
…
…

二

○
福
岡
県
立
体
育
・
ス
ポ
ー
ツ
施
設
の
使
用
料
及
び
利
用
料
金
に
関
す
る
規
則
の

　

一
部
を
改
正
す
る
規
則　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
教
育
庁
体
育
ス
ポ
ー
ツ
健
康
課
）…

…
…
…
…

二

○
単
純
な
労
務
に
雇
用
さ
れ
る
職
員
の
給
与
の
種
類
及
び
基
準
に
関
す
る
条
例
の

　

施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
人　

事　

課
）…

…
…
…
…

二

○
過
疎
地
域
及
び
離
島
振
興
対
策
実
施
地
域
に
対
す
る
福
岡
県
税
の
課
税
免
除
に

　

関
す
る
条
例
の
施
行
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則　

（
税　

務　

課
）…

…
…
…
…

三

○
福
岡
県
産
業
廃
棄
物
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
税　

務　

課
）…

…
…
…
…

七

○
グ
リ
ー
ン
ア
ジ
ア
国
際
戦
略
総
合
特
区
に
お
け
る
福
岡
県
税
の
課
税
免
除
に
関

　

す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則　
　
　
　
　
　
　

（
税　

務　

課
）…

…
…
…

二
〇

○
女
性
の
職
業
生
活
に
お
け
る
活
躍
の
推
進
に
関
す
る
法
律
の
特
定
事
業
主
等
を

　

定
め
る
規
則　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
人　

事　

課
）…

…
…
…

二
四

　
　
　
　

告
　
　
　
示
（
第
二
百
六
十
六
号

・

第
二
百
六
十
七
号
）

○
福
岡
県
東
京
事
務
所
宿
泊
施
設
利
用
規
程
を
廃
止
す
る
告
示　
　

（
財　

政　

課
）…

…
…
…

二
四

○
悪
臭
防
止
法
に
基
づ
く
規
制
地
域
及
び
規
制
基
準
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎　

　

福
岡
県
立
体
育
・
ス
ポ
ー
ツ
施
設
の
使
用
料
及
び
利
用
料
金
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
八
年
三
月
十
八
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
規
則
第
十
八
号

福
岡
県
立
体
育
・
ス
ポ
ー
ツ
施
設
の
使
用
料
及
び
利
用
料
金
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を

改
正
す
る
規
則

　

福
岡
県
立
体
育
・
ス
ポ
ー
ツ
施
設
の
使
用
料
及
び
利
用
料
金
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
七
年
福
岡
県

規
則
第
七
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
五
条
第
一
項
第
八
号
中
「
中
学
校
」
の
下
に
「
、
義
務
教
育
学
校
」
を
加
え
、
「
園
児
」
を
「
幼

児
」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎　

　

単
純
な
労
務
に
雇
用
さ
れ
る
職
員
の
給
与
の
種
類
及
び
基
準
に
関
す
る
条
例
の
施
行
規
則
の
一
部
を

改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
八
年
三
月
十
八
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
規
則
第
十
九
号

単
純
な
労
務
に
雇
用
さ
れ
る
職
員
の
給
与
の
種
類
及
び
基
準
に
関
す
る
条
例
の
施
行
規

則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

単
純
な
労
務
に
雇
用
さ
れ
る
職
員
の
給
与
の
種
類
及
び
基
準
に
関
す
る
条
例
の
施
行
規
則
（
昭
和
三

十
二
年
福
岡
県
規
則
第
六
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

九
州
歴
史
資
料
館
の
使
用
料
及
び
手
数
料
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
二
年
福
岡
県
規
則
第
三
十
号

）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
五
条
第
二
号
中
「
中
学
校
」
の
下
に
「
、
義
務
教
育
学
校
」
を
加
え
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎　

　

福
岡
県
立
美
術
館
使
用
料
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る

。
　
　

平
成
二
十
八
年
三
月
十
八
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
規
則
第
十
六
号

福
岡
県
立
美
術
館
使
用
料
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

福
岡
県
立
美
術
館
使
用
料
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
福
岡
県
規
則
第
七
十
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
の
一
中
「
中
学
校
」
の
下
に
「
、
義
務
教
育
学
校
」
を
加
え
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎　

　

福
岡
県
青
少
年
科
学
館
の
利
用
料
金
の
減
免
及
び
還
付
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を

制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
八
年
三
月
十
八
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
規
則
第
十
七
号

福
岡
県
青
少
年
科
学
館
の
利
用
料
金
の
減
免
及
び
還
付
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正

す
る
規
則

　

福
岡
県
青
少
年
科
学
館
の
利
用
料
金
の
減
免
及
び
還
付
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
七
年
福
岡
県
規
則

第
八
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
二
条
第
一
号
中
「
含
む
。
）
」
の
下
に
「
、
義
務
教
育
学
校
」
を
加
え
、
「
園
児
」
を
「
幼
児
」

に
改
め
、
同
条
第
九
号
中
「
中
学
校
」
の
下
に
「
、
義
務
教
育
学
校
」
を
加
え
、
「
園
児
」
を
「
幼
児

　
　
　
　
　
　

「

　

別
表
第
五
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を

　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
改
め
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

　
　
　
附
　
則

　

（
施
行
期
日
等
）

１　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
単
純
な
労
務
に
雇
用
さ
れ
る
職
員
の
給
与
の

種
類
及
び
基
準
に
関
す
る
条
例
の
施
行
規
則
の
規
定
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る

。

　

（
こ
の
規
則
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
）

２　

こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
規
則
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
福
岡
県
職
員
の

給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
二
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
一
号
）
の
適
用
を
受
け
る
職
員
の
例
に

よ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎　

　

過
疎
地
域
及
び
離
島
振
興
対
策
実
施
地
域
に
対
す
る
福
岡
県
税
の
課
税
免
除
に
関
す
る
条
例
の
施
行

に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
八
年
三
月
十
八
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

目
　
　
　
次

規
　
　
　
則

福
岡
県
規
則
第
二
十
号

過
疎
地
域
及
び
離
島
振
興
対
策
実
施
地
域
に
対
す
る
福
岡
県
税
の
課
税
免
除
に
関
す
る

条
例
の
施
行
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

過
疎
地
域
及
び
離
島
振
興
対
策
実
施
地
域
に
対
す
る
福
岡
県
税
の
課
税
免
除
に
関
す
る
条
例
の
施
行

に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
八
年
福
岡
県
規
則
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

様
式
第
三
号
か
ら
様
式
第
五
号
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



平成 28 年 3 月 18 日　金曜日 第３７７７号 増刊①福 岡 県 公 報 ２

　
　

（
環
境
保
全
課
）…

…
…
…

二
四

　
　
　
　
選
挙
管
理
委
員
会

○
長
が
不
在
者
投
票
管
理
者
と
な
る
べ
き
病
院
等
の
指
定
の
一
部
改
正

　

（
市
町
村
支
援
課
）…

…
…
…

二
四

○
政
治
団
体
の
設
立
届　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
市
町
村
支
援
課
）…

…
…
…

二
四

○
政
治
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
届　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
市
町
村
支
援
課
）…

…
…
…

二
五

○
政
治
団
体
の
解
散
届　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
市
町
村
支
援
課
）…

…
…
…

二
六

○
資
金
管
理
団
体
の
指
定
届　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
市
町
村
支
援
課
）…

…
…
…

二
六

○
資
金
管
理
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
届　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
市
町
村
支
援
課
）…

…
…
…

二
七

○
政
治
団
体
の
設
立
届　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
市
町
村
支
援
課
）…

…
…
…

二
七

○
政
治
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
届　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
市
町
村
支
援
課
）…

…
…
…

二
七

○
政
治
団
体
の
解
散
届　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
市
町
村
支
援
課
）…

…
…
…

二
八

○
資
金
管
理
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
届　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
市
町
村
支
援
課
）…

…
…
…

二
八

○
資
金
管
理
団
体
の
指
定
取
消
届　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
市
町
村
支
援
課
）…

…
…
…

二
八

　
　
　
　
人
事
委
員
会

○
福
岡
県
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
施
行
に
関
す
る
規
則
等
の
一
部
を
改

　

正
す
る
規
則　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
人
事
委
員
会
事
務
局
給
与
公
平
課
）…

…
…
…

二
九

○
職
員
の
懲
戒
の
手
続
及
び
効
果
に
関
す
る
規
則
の
一
を
改
正
す
る
規
則

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
人
事
委
員
会
事
務
局
給
与
公
平
課
）…

…
…
…

二
九

○
職
務
に
専
念
す
る
義
務
の
免
除
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
人
事
委
員
会
事
務
局
給
与
公
平
課
）…

…
…
…

三
〇

　

九
州
歴
史
資
料
館
の
使
用
料
及
び
手
数
料
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ

こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
八
年
三
月
十
八
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
規
則
第
十
五
号

九
州
歴
史
資
料
館
の
使
用
料
及
び
手
数
料
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　
　
　
　
規
　
　
　
則
（
第
十
五
号

－

第
二
十
三
号
）

○
九
州
歴
史
資
料
館
の
使
用
料
及
び
手
数
料
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

　

規
則　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
教
育
庁
文
化
財
保
護
課
）…

…
…
…
…

一

○
福
岡
県
立
美
術
館
使
用
料
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
教
育
庁
社
会
教
育
課
）…

…
…
…
…

二

○
福
岡
県
青
少
年
科
学
館
の
利
用
料
金
の
減
免
及
び
還
付
に
関
す
る
規
則
の
一
部

　

を
改
正
す
る
規
則　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
教
育
庁
社
会
教
育
課
）…

…
…
…
…

二

○
福
岡
県
立
体
育
・
ス
ポ
ー
ツ
施
設
の
使
用
料
及
び
利
用
料
金
に
関
す
る
規
則
の

　

一
部
を
改
正
す
る
規
則　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
教
育
庁
体
育
ス
ポ
ー
ツ
健
康
課
）…

…
…
…
…

二

○
単
純
な
労
務
に
雇
用
さ
れ
る
職
員
の
給
与
の
種
類
及
び
基
準
に
関
す
る
条
例
の

　

施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
人　

事　

課
）…

…
…
…
…

二

○
過
疎
地
域
及
び
離
島
振
興
対
策
実
施
地
域
に
対
す
る
福
岡
県
税
の
課
税
免
除
に

　

関
す
る
条
例
の
施
行
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則　

（
税　

務　

課
）…

…
…
…
…

三

○
福
岡
県
産
業
廃
棄
物
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
税　

務　

課
）…

…
…
…
…

七

○
グ
リ
ー
ン
ア
ジ
ア
国
際
戦
略
総
合
特
区
に
お
け
る
福
岡
県
税
の
課
税
免
除
に
関

　

す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則　
　
　
　
　
　
　

（
税　

務　

課
）…

…
…
…

二
〇

○
女
性
の
職
業
生
活
に
お
け
る
活
躍
の
推
進
に
関
す
る
法
律
の
特
定
事
業
主
等
を

　

定
め
る
規
則　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
人　

事　

課
）…

…
…
…

二
四

　
　
　
　

告
　
　
　
示
（
第
二
百
六
十
六
号

・

第
二
百
六
十
七
号
）

○
福
岡
県
東
京
事
務
所
宿
泊
施
設
利
用
規
程
を
廃
止
す
る
告
示　
　

（
財　

政　

課
）…

…
…
…

二
四

○
悪
臭
防
止
法
に
基
づ
く
規
制
地
域
及
び
規
制
基
準
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎　

　

福
岡
県
立
体
育
・
ス
ポ
ー
ツ
施
設
の
使
用
料
及
び
利
用
料
金
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
八
年
三
月
十
八
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
規
則
第
十
八
号

福
岡
県
立
体
育
・
ス
ポ
ー
ツ
施
設
の
使
用
料
及
び
利
用
料
金
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を

改
正
す
る
規
則

　

福
岡
県
立
体
育
・
ス
ポ
ー
ツ
施
設
の
使
用
料
及
び
利
用
料
金
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
七
年
福
岡
県

規
則
第
七
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
五
条
第
一
項
第
八
号
中
「
中
学
校
」
の
下
に
「
、
義
務
教
育
学
校
」
を
加
え
、
「
園
児
」
を
「
幼

児
」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎　

　

単
純
な
労
務
に
雇
用
さ
れ
る
職
員
の
給
与
の
種
類
及
び
基
準
に
関
す
る
条
例
の
施
行
規
則
の
一
部
を

改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
八
年
三
月
十
八
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
規
則
第
十
九
号

単
純
な
労
務
に
雇
用
さ
れ
る
職
員
の
給
与
の
種
類
及
び
基
準
に
関
す
る
条
例
の
施
行
規

則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

単
純
な
労
務
に
雇
用
さ
れ
る
職
員
の
給
与
の
種
類
及
び
基
準
に
関
す
る
条
例
の
施
行
規
則
（
昭
和
三

十
二
年
福
岡
県
規
則
第
六
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

九
州
歴
史
資
料
館
の
使
用
料
及
び
手
数
料
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
二
年
福
岡
県
規
則
第
三
十
号

）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
五
条
第
二
号
中
「
中
学
校
」
の
下
に
「
、
義
務
教
育
学
校
」
を
加
え
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎　

　

福
岡
県
立
美
術
館
使
用
料
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る

。
　
　

平
成
二
十
八
年
三
月
十
八
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
規
則
第
十
六
号

福
岡
県
立
美
術
館
使
用
料
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

福
岡
県
立
美
術
館
使
用
料
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
福
岡
県
規
則
第
七
十
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
の
一
中
「
中
学
校
」
の
下
に
「
、
義
務
教
育
学
校
」
を
加
え
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎　

　

福
岡
県
青
少
年
科
学
館
の
利
用
料
金
の
減
免
及
び
還
付
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を

制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
八
年
三
月
十
八
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
規
則
第
十
七
号

福
岡
県
青
少
年
科
学
館
の
利
用
料
金
の
減
免
及
び
還
付
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正

す
る
規
則

　

福
岡
県
青
少
年
科
学
館
の
利
用
料
金
の
減
免
及
び
還
付
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
七
年
福
岡
県
規
則

第
八
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
二
条
第
一
号
中
「
含
む
。
）
」
の
下
に
「
、
義
務
教
育
学
校
」
を
加
え
、
「
園
児
」
を
「
幼
児
」

に
改
め
、
同
条
第
九
号
中
「
中
学
校
」
の
下
に
「
、
義
務
教
育
学
校
」
を
加
え
、
「
園
児
」
を
「
幼
児

　
　
　
　
　
　

「

　

別
表
第
五
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を

　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
改
め
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

　
　
　
附
　
則

　

（
施
行
期
日
等
）

１　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
単
純
な
労
務
に
雇
用
さ
れ
る
職
員
の
給
与
の

種
類
及
び
基
準
に
関
す
る
条
例
の
施
行
規
則
の
規
定
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る

。

　

（
こ
の
規
則
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
）

２　

こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
規
則
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
福
岡
県
職
員
の

給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
二
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
一
号
）
の
適
用
を
受
け
る
職
員
の
例
に

よ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎　

　

過
疎
地
域
及
び
離
島
振
興
対
策
実
施
地
域
に
対
す
る
福
岡
県
税
の
課
税
免
除
に
関
す
る
条
例
の
施
行

に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
八
年
三
月
十
八
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
規
則
第
二
十
号

過
疎
地
域
及
び
離
島
振
興
対
策
実
施
地
域
に
対
す
る
福
岡
県
税
の
課
税
免
除
に
関
す
る

条
例
の
施
行
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

過
疎
地
域
及
び
離
島
振
興
対
策
実
施
地
域
に
対
す
る
福
岡
県
税
の
課
税
免
除
に
関
す
る
条
例
の
施
行

に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
八
年
福
岡
県
規
則
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

様
式
第
三
号
か
ら
様
式
第
五
号
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



平成 28 年 3 月 18 日　金曜日 第３７７７号福 岡 県 公 報 増刊①３

　
　

（
環
境
保
全
課
）…

…
…
…

二
四

　
　
　
　
選
挙
管
理
委
員
会

○
長
が
不
在
者
投
票
管
理
者
と
な
る
べ
き
病
院
等
の
指
定
の
一
部
改
正

　

（
市
町
村
支
援
課
）…

…
…
…

二
四

○
政
治
団
体
の
設
立
届　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
市
町
村
支
援
課
）…

…
…
…

二
四

○
政
治
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
届　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
市
町
村
支
援
課
）…

…
…
…

二
五

○
政
治
団
体
の
解
散
届　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
市
町
村
支
援
課
）…

…
…
…

二
六

○
資
金
管
理
団
体
の
指
定
届　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
市
町
村
支
援
課
）…

…
…
…

二
六

○
資
金
管
理
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
届　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
市
町
村
支
援
課
）…

…
…
…

二
七

○
政
治
団
体
の
設
立
届　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
市
町
村
支
援
課
）…

…
…
…

二
七

○
政
治
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
届　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
市
町
村
支
援
課
）…

…
…
…

二
七

○
政
治
団
体
の
解
散
届　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
市
町
村
支
援
課
）…

…
…
…

二
八

○
資
金
管
理
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
届　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
市
町
村
支
援
課
）…

…
…
…

二
八

○
資
金
管
理
団
体
の
指
定
取
消
届　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
市
町
村
支
援
課
）…

…
…
…

二
八

　
　
　
　
人
事
委
員
会

○
福
岡
県
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
施
行
に
関
す
る
規
則
等
の
一
部
を
改

　

正
す
る
規
則　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
人
事
委
員
会
事
務
局
給
与
公
平
課
）…

…
…
…

二
九

○
職
員
の
懲
戒
の
手
続
及
び
効
果
に
関
す
る
規
則
の
一
を
改
正
す
る
規
則

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
人
事
委
員
会
事
務
局
給
与
公
平
課
）…

…
…
…

二
九

○
職
務
に
専
念
す
る
義
務
の
免
除
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
人
事
委
員
会
事
務
局
給
与
公
平
課
）…

…
…
…

三
〇

　

九
州
歴
史
資
料
館
の
使
用
料
及
び
手
数
料
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ

こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
八
年
三
月
十
八
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
規
則
第
十
五
号

九
州
歴
史
資
料
館
の
使
用
料
及
び
手
数
料
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　
　
　
　
規
　
　
　
則
（
第
十
五
号

－

第
二
十
三
号
）

○
九
州
歴
史
資
料
館
の
使
用
料
及
び
手
数
料
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

　

規
則　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
教
育
庁
文
化
財
保
護
課
）…

…
…
…
…

一

○
福
岡
県
立
美
術
館
使
用
料
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
教
育
庁
社
会
教
育
課
）…

…
…
…
…

二

○
福
岡
県
青
少
年
科
学
館
の
利
用
料
金
の
減
免
及
び
還
付
に
関
す
る
規
則
の
一
部

　

を
改
正
す
る
規
則　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
教
育
庁
社
会
教
育
課
）…

…
…
…
…

二

○
福
岡
県
立
体
育
・
ス
ポ
ー
ツ
施
設
の
使
用
料
及
び
利
用
料
金
に
関
す
る
規
則
の

　

一
部
を
改
正
す
る
規
則　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
教
育
庁
体
育
ス
ポ
ー
ツ
健
康
課
）…

…
…
…
…

二

○
単
純
な
労
務
に
雇
用
さ
れ
る
職
員
の
給
与
の
種
類
及
び
基
準
に
関
す
る
条
例
の

　

施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
人　

事　

課
）…

…
…
…
…

二

○
過
疎
地
域
及
び
離
島
振
興
対
策
実
施
地
域
に
対
す
る
福
岡
県
税
の
課
税
免
除
に

　

関
す
る
条
例
の
施
行
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則　

（
税　

務　

課
）…

…
…
…
…

三

○
福
岡
県
産
業
廃
棄
物
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
税　

務　

課
）…

…
…
…
…

七

○
グ
リ
ー
ン
ア
ジ
ア
国
際
戦
略
総
合
特
区
に
お
け
る
福
岡
県
税
の
課
税
免
除
に
関

　

す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則　
　
　
　
　
　
　

（
税　

務　

課
）…

…
…
…

二
〇

○
女
性
の
職
業
生
活
に
お
け
る
活
躍
の
推
進
に
関
す
る
法
律
の
特
定
事
業
主
等
を

　

定
め
る
規
則　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
人　

事　

課
）…

…
…
…

二
四

　
　
　
　

告
　
　
　
示
（
第
二
百
六
十
六
号

・

第
二
百
六
十
七
号
）

○
福
岡
県
東
京
事
務
所
宿
泊
施
設
利
用
規
程
を
廃
止
す
る
告
示　
　

（
財　

政　

課
）…

…
…
…

二
四

○
悪
臭
防
止
法
に
基
づ
く
規
制
地
域
及
び
規
制
基
準
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎　

　

福
岡
県
立
体
育
・
ス
ポ
ー
ツ
施
設
の
使
用
料
及
び
利
用
料
金
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
八
年
三
月
十
八
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
規
則
第
十
八
号

福
岡
県
立
体
育
・
ス
ポ
ー
ツ
施
設
の
使
用
料
及
び
利
用
料
金
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を

改
正
す
る
規
則

　

福
岡
県
立
体
育
・
ス
ポ
ー
ツ
施
設
の
使
用
料
及
び
利
用
料
金
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
七
年
福
岡
県

規
則
第
七
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
五
条
第
一
項
第
八
号
中
「
中
学
校
」
の
下
に
「
、
義
務
教
育
学
校
」
を
加
え
、
「
園
児
」
を
「
幼

児
」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎　

　

単
純
な
労
務
に
雇
用
さ
れ
る
職
員
の
給
与
の
種
類
及
び
基
準
に
関
す
る
条
例
の
施
行
規
則
の
一
部
を

改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
八
年
三
月
十
八
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
規
則
第
十
九
号

単
純
な
労
務
に
雇
用
さ
れ
る
職
員
の
給
与
の
種
類
及
び
基
準
に
関
す
る
条
例
の
施
行
規

則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

単
純
な
労
務
に
雇
用
さ
れ
る
職
員
の
給
与
の
種
類
及
び
基
準
に
関
す
る
条
例
の
施
行
規
則
（
昭
和
三

十
二
年
福
岡
県
規
則
第
六
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

九
州
歴
史
資
料
館
の
使
用
料
及
び
手
数
料
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
二
年
福
岡
県
規
則
第
三
十
号

）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
五
条
第
二
号
中
「
中
学
校
」
の
下
に
「
、
義
務
教
育
学
校
」
を
加
え
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎　

　

福
岡
県
立
美
術
館
使
用
料
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る

。
　
　

平
成
二
十
八
年
三
月
十
八
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
規
則
第
十
六
号

福
岡
県
立
美
術
館
使
用
料
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

福
岡
県
立
美
術
館
使
用
料
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
福
岡
県
規
則
第
七
十
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
の
一
中
「
中
学
校
」
の
下
に
「
、
義
務
教
育
学
校
」
を
加
え
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎　

　

福
岡
県
青
少
年
科
学
館
の
利
用
料
金
の
減
免
及
び
還
付
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を

制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
八
年
三
月
十
八
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
規
則
第
十
七
号

福
岡
県
青
少
年
科
学
館
の
利
用
料
金
の
減
免
及
び
還
付
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正

す
る
規
則

　

福
岡
県
青
少
年
科
学
館
の
利
用
料
金
の
減
免
及
び
還
付
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
七
年
福
岡
県
規
則

第
八
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
二
条
第
一
号
中
「
含
む
。
）
」
の
下
に
「
、
義
務
教
育
学
校
」
を
加
え
、
「
園
児
」
を
「
幼
児
」

に
改
め
、
同
条
第
九
号
中
「
中
学
校
」
の
下
に
「
、
義
務
教
育
学
校
」
を
加
え
、
「
園
児
」
を
「
幼
児

　
　
　
　
　
　

「

　

別
表
第
五
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を

　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
改
め
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

　
　
　
附
　
則

　

（
施
行
期
日
等
）

１　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
単
純
な
労
務
に
雇
用
さ
れ
る
職
員
の
給
与
の

種
類
及
び
基
準
に
関
す
る
条
例
の
施
行
規
則
の
規
定
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る

。

　

（
こ
の
規
則
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
）

２　

こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
規
則
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
福
岡
県
職
員
の

給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
二
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
一
号
）
の
適
用
を
受
け
る
職
員
の
例
に

よ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎　

　

過
疎
地
域
及
び
離
島
振
興
対
策
実
施
地
域
に
対
す
る
福
岡
県
税
の
課
税
免
除
に
関
す
る
条
例
の
施
行

に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
八
年
三
月
十
八
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

　

38　

38　

38　

38　

38　

38　

39　

39　

39　

39　

39　

39　

40　

40　

40　

40

　

40　

40　

40　

41　

41　

41　

41　

41　

41　

42　

42　

42　

42　

42　

43　

43　

43　

43　

43

　

39　

39　

40　

40　

40　

40　

40　

40　

40　

41　

41　

41　

41　

41　

41　

41　

42　

42　

42

　

43　

44　

44　

44

　

37　

38　

38　

38　

38　

38　

38　

38　

39　

39　

39　

39　

39

　

42　

42　

42　

42　

43　

43　

43

福
岡
県
規
則
第
二
十
号

過
疎
地
域
及
び
離
島
振
興
対
策
実
施
地
域
に
対
す
る
福
岡
県
税
の
課
税
免
除
に
関
す
る

条
例
の
施
行
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

過
疎
地
域
及
び
離
島
振
興
対
策
実
施
地
域
に
対
す
る
福
岡
県
税
の
課
税
免
除
に
関
す
る
条
例
の
施
行

に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
八
年
福
岡
県
規
則
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

様
式
第
三
号
か
ら
様
式
第
五
号
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎　

　

福
岡
県
産
業
廃
棄
物
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
八
年
三
月
十
八
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
規
則
第
二
十
一
号

福
岡
県
産
業
廃
棄
物
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

福
岡
県
産
業
廃
棄
物
税
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
七
年
福
岡
県
規
則
第
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

　

第
二
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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第
六
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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第
十
四
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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第
十
九
号
様
式
か
ら
第
二
十
二
号
様
式
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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附
　
則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
十
四
号
様
式
の
改
正
規

定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２　

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
な
お
所
要
の
修
正
を
し

て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎　

　

グ
リ
ー
ン
ア
ジ
ア
国
際
戦
略
総
合
特
区
に
お
け
る
福
岡
県
税
の
課
税
免
除
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
八
年
三
月
十
八
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
規
則
第
二
十
二
号

グ
リ
ー
ン
ア
ジ
ア
国
際
戦
略
総
合
特
区
に
お
け
る
福
岡
県
税
の
課
税
免
除
に
関
す
る
条

例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

グ
リ
ー
ン
ア
ジ
ア
国
際
戦
略
総
合
特
区
に
お
け
る
福
岡
県
税
の
課
税
免
除
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則

（
平
成
二
十
四
年
福
岡
県
規
則
第
四
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

様
式
第
二
号
か
ら
様
式
第
四
号
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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平
成
二
十
八
年
三
月
十
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
東
京
事
務
所
宿
泊
施
設
利
用
規
程
を
廃
止
す
る
告
示

　

福
岡
県
東
京
事
務
所
宿
泊
施
設
利
用
規
程
（
昭
和
五
十
四
年
三
月
福
岡
県
告
示
第
五
百
号
の
三
）
は

、
廃
止
す
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
告
示
は
、
平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
二
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎　

　

福
岡
県
告
示
第
二
百
六
十
七
号

　

悪
臭
防
止
法
に
基
づ
く
規
制
地
域
及
び
規
制
基
準
（
平
成
十
四
年
福
岡
県
告
示
第
四
百
七
十
三
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
二
十
八
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　

平
成
二
十
八
年
三
月
十
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

　

第
一
号
イ
中
「
、
志
免
町
」
を
削
り
、
同
号
ハ
中
「
篠
栗
町
」
の
下
に
「
、
志
免
町
」
を
加
え
る
。

　
福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
二
十
号

　

長
が
不
在
者
投
票
管
理
者
と
な
る
べ
き
病
院
等
の
指
定
（
昭
和
四
十
五
年
八
月
福
岡
県
選
挙
管
理
委

員
会
告
示
第
二
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

平
成
二
十
八
年
三
月
十
八
日

福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長　
　

藤　

井　

克　

已　
　

　

二　

老
人
ホ
ー
ム
の
表
中　

「

」
を　
　
　
　

「

に
改
め
る
。

」　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎　

　
福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
二
十
一
号

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎　

　

女
性
の
職
業
生
活
に
お
け
る
活
躍
の
推
進
に
関
す
る
法
律
の
特
定
事
業
主
等
を
定
め
る
規
則
を
制
定

し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
八
年
三
月
十
八
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
規
則
第
二
十
三
号

女
性
の
職
業
生
活
に
お
け
る
活
躍
の
推
進
に
関
す
る
法
律
の
特
定
事
業
主
等
を
定
め
る

規
則

　

女
性
の
職
業
生
活
に
お
け
る
活
躍
の
推
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
二
十
七
年
政
令
第
三
百
十

八
号
）
第
一
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
女
性
の
職
業
生
活
に
お
け
る
活
躍
の
推
進
に
関
す
る
法
律

（
平
成
二
十
七
年
法
律
第
六
十
四
号
）
第
十
五
条
第
一
項
の
地
方
公
共
団
体
の
機
関
、
そ
の
長
又
は
そ

の
職
員
で
規
則
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
も
の
と
し
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に

掲
げ
る
職
員
に
つ
い
て
の
特
定
事
業
主
行
動
計
画
を
策
定
す
る
も
の
と
す
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
福
岡
県
告
示
第
二
百
六
十
六
号

　

福
岡
県
東
京
事
務
所
宿
泊
施
設
利
用
規
程
を
廃
止
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
治
団

体
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
そ
の
名
称
等
を
次
の
と
お

り
公
表
す
る
。

　
　

平
成
二
十
八
年
三
月
十
八
日

福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長　
　

藤　

井　

克　

已　
　

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
青
楽
園

〃　
　

赤
村
大
字
内
田
二
二
三
三
番
地
一

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
青
楽
園

〃　
　

赤
村
大
字
内
田
二
二
三
三

－

一

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
サ
ミ
ッ
ク

〃　
　

〃　

大
字
赤
四
五
三
八

－

二

告
　
　
　
示

選
挙
管
理
委
員
会

知
事

知
事
が
任
命
す
る
職
員

議
会
の
議
長

議
会
の
議
長
が
任
命
す
る
職
員

選
挙
管
理
委
員
会

選
挙
管
理
委
員
会
が
任
命
す
る
職
員

代
表
監
査
委
員

代
表
監
査
委
員
が
任
命
す
る
職
員

人
事
委
員
会

人
事
委
員
会
が
任
命
す
る
職
員

企
業
管
理
者

企
業
管
理
者
が
任
命
す
る
職
員

海
区
漁
業
調
整
委
員
会

海
区
漁
業
調
整
委
員
会
が
任
命
す
る
職
員
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平
成
二
十
八
年
三
月
十
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
東
京
事
務
所
宿
泊
施
設
利
用
規
程
を
廃
止
す
る
告
示

　

福
岡
県
東
京
事
務
所
宿
泊
施
設
利
用
規
程
（
昭
和
五
十
四
年
三
月
福
岡
県
告
示
第
五
百
号
の
三
）
は

、
廃
止
す
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
告
示
は
、
平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
二
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎　

　

福
岡
県
告
示
第
二
百
六
十
七
号

　

悪
臭
防
止
法
に
基
づ
く
規
制
地
域
及
び
規
制
基
準
（
平
成
十
四
年
福
岡
県
告
示
第
四
百
七
十
三
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
二
十
八
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　

平
成
二
十
八
年
三
月
十
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

　

第
一
号
イ
中
「
、
志
免
町
」
を
削
り
、
同
号
ハ
中
「
篠
栗
町
」
の
下
に
「
、
志
免
町
」
を
加
え
る
。

　
福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
二
十
号

　

長
が
不
在
者
投
票
管
理
者
と
な
る
べ
き
病
院
等
の
指
定
（
昭
和
四
十
五
年
八
月
福
岡
県
選
挙
管
理
委

員
会
告
示
第
二
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

平
成
二
十
八
年
三
月
十
八
日

福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長　
　

藤　

井　

克　

已　
　

　

二　

老
人
ホ
ー
ム
の
表
中　

「

」
を　
　
　
　

「

に
改
め
る
。

」　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎　

　
福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
二
十
一
号

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎　

　

女
性
の
職
業
生
活
に
お
け
る
活
躍
の
推
進
に
関
す
る
法
律
の
特
定
事
業
主
等
を
定
め
る
規
則
を
制
定

し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
八
年
三
月
十
八
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
規
則
第
二
十
三
号

女
性
の
職
業
生
活
に
お
け
る
活
躍
の
推
進
に
関
す
る
法
律
の
特
定
事
業
主
等
を
定
め
る

規
則

　

女
性
の
職
業
生
活
に
お
け
る
活
躍
の
推
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
二
十
七
年
政
令
第
三
百
十

八
号
）
第
一
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
女
性
の
職
業
生
活
に
お
け
る
活
躍
の
推
進
に
関
す
る
法
律

（
平
成
二
十
七
年
法
律
第
六
十
四
号
）
第
十
五
条
第
一
項
の
地
方
公
共
団
体
の
機
関
、
そ
の
長
又
は
そ

の
職
員
で
規
則
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
も
の
と
し
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に

掲
げ
る
職
員
に
つ
い
て
の
特
定
事
業
主
行
動
計
画
を
策
定
す
る
も
の
と
す
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
福
岡
県
告
示
第
二
百
六
十
六
号

　

福
岡
県
東
京
事
務
所
宿
泊
施
設
利
用
規
程
を
廃
止
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎　

　
福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
二
十
二
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
治
団

体
の
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の

と
お
り
公
表
す
る
。

　
　

平
成
二
十
八
年
三
月
十
八
日

福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長　
　

藤　

井　

克　

已　
　

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
治
団

体
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
そ
の
名
称
等
を
次
の
と
お

り
公
表
す
る
。

　
　

平
成
二
十
八
年
三
月
十
八
日

福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長　
　

藤　

井　

克　

已　
　

㈠　

政
党
の
支
部

　

イ　

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
以
外
の
政
党
の
支
部

政
治
団
体
の
名
称

代
表
者

の
氏
名

会
計
責
任

者
の
氏
名

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

一
以
上
の
市
町

村
等
の
区
域
を

単
位
と
し
て
設

け
ら
れ
る
支
部

届
出
年
月
日

㈡　

そ
の
他
の
政
治
団
体
（
政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
）

　

イ　

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
以
外
の
政
治
団
体

㈢　

そ
の
他
の
政
治
団
体
（
政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
）
の
支
部

　

イ　

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
以
外
の
政
治
団
体

自
由
民
主
党
福
岡

県
豊
前
市
・
築
上

郡
第
一
支
部

西
元　
　

健

青
佐　

隆
俊

福
岡
県
豊
前
市
大
字

八
屋
一
八
九
二―

二

松
井
ビ
ル
二
階

○

二
七
、
一
〇
、　

五

井
上
り
ん
た
ろ
う
後

援
会

井
上
倫
太
郎

井
上　

芳
枝

福
岡
県
行
橋
市
吉
国
一
一
一―

一

二
七
、
一
〇
、
二
六

川
島
忠
孝
後
援
会

川
島　

忠
孝

野
中
伊
三
雄

福
岡
県
八
女
郡
広
川
町
大
字
新
代
八

四
〇―

一

二
七
、
一
〇
、　

二

高
瀬
ひ
ろ
み
後
援
会

木
庭
健
太
郎

高
橋　

典
久

福
岡
県
福
岡
市
東
区
箱
崎
一―

一―

一
五

二
七
、
一
〇
、
一
六

小
島
忠
義
後
援
会

小
島　

忠
義

小
島　

周
三

福
岡
県
糸
島
市
浦
志
二―

五―

二
〇

二
七
、
一
〇
、
二
七

政
治
団
体
の
名
称

代
表
者

の
氏
名

会
計
責
任

者
の
氏
名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

届
出
年
月
日

日
本
臨
床
検
査
技
師

連
盟
福
岡
県
支
部

長
迫　

哲
朗

友
松　

哲
夫

福
岡
県
福
岡
市
東
区
馬
出
四―

一
〇

―

一
ナ
ー
ス
プ
ラ
ザ
福
岡
一
般
社
団

法
人
福
岡
県
臨
床
衛
生
検
査
技
師
会

内

二
七
、
一
〇
、
一
三

政
治
団
体

の
名
称

代
表
者

の
氏
名

異
動
事
項

新

旧

異
動
年
月
日

自
由
民
主
党

大
牟
田
支
部

田
中　

秀
子

会
計
責
任
者
の

氏
名

平
川　

照
二

尾
崎　

優
次

二
七
、
一
〇
、
二
〇

自
由
民
主
党

古
賀
市
支
部

落
石　
　

淳

主
た
る
事
務
所

の
所
在
地

福
岡
県
古
賀
市
天
神

四―

二―

一
五

福
岡
県
古
賀
市
花

見
南
一
丁
目
一
三

―

一
二

二
七
、
一
〇
、　

一

日
本
共
産
党

筑
後
地
区
委

員
会

小
林　

解
子

代
表
者
の
氏
名

小
林　

解
子

山
田　

博
敏

二
七
、
一
〇
、
一
九

代
表
者
の
氏
名

会
計
責
任
者
の

氏
名　

落
石　
　

淳

荻
原　
　

実

前
田　

宏
三

三
輪　

朋
之

自
由
民
主
党

福
岡
県
春
日

市
・
筑
紫
郡

第
一
支
部

渡
辺　

勝
将

代
表
者
の
氏
名

会
計
責
任
者
の

氏
名　

渡
辺　

勝
将

渡
辺　

由
真

渡
辺　

英
幸

谷
野　

陽
子

二
七
、　

四
、
三
〇

㈠　

政
党
の
支
部

㈡　

そ
の
他
の
政
治
団
体
（
政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
）
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平
成
二
十
八
年
三
月
十
八
日

福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長　
　

藤　

井　

克　

已　
　

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎　

　
福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
二
十
四
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
資
金

管
理
団
体
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
そ
の
名
称
等
を

次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

　
　

平
成
二
十
八
年
三
月
十
八
日

福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長　
　

藤　

井　

克　

已　
　

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎　

　
福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
二
十
三
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
治

団
体
の
解
散
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

政
治
団
体
の

名
称

代
表
者

の
氏
名

異
動
事
項

新

旧

異
動
年
月
日

江
口
よ
し
あ
き

後
援
会　

椛
島　
　

隆

会
計
責
任
者
の

氏
名

江
口　

智
朗

江
口　

照
美

二
七
、　

一
、　

一

小
坪
し
ん
や
後

援
会
・
涼
月
会

小
坪　

慎
也

主
た
る
事
務
所

の
所
在
地

福
岡
県
行
橋
市
上

稗
田
一
〇
九
七―

一

福
岡
県
行
橋
市
今

井
三
七
一
三―

一

二
七
、
一
〇
、
二
三

税
理
士
に
よ
る

山
本
幸
三
後
援

会　

米
村　

國
男

　

会
計
責
任
者
の

氏
名

関　
　

隆
利　

三
浦　

祐
亀

二
七
、
一
〇
、
三
〇

日
本
薬
業
政
治

連
盟
福
岡
県
支

部　

平
田　

次
雄

　

会
計
責
任
者
の

氏
名

櫻
木　

浩
蔵

古
賀　

一
利

二
七
、
一
〇
、　

一

福
岡
を
元
氣
に

す
る
会

仁
戸
田
元
氣

会
計
責
任
者
の

氏
名

仁
戸
田
章
一

仁
戸
田
恵
子

二
七
、
一
〇
、
二
〇

福
岡
県
宅
建
政

治
連
盟

北
里　
　

厚

政
治
団
体
の
名

称

福
岡
県
宅
建
政
治

連
盟

福
岡
県
不
動
産
政

治
連
盟

二
七
、
一
〇
、　

一

野
田
力
後
援
会

野
田　
　

力

代
表
者
の
氏
名

野
田　
　

力

大
久
保
直
喜

二
七
、
一
〇
、　

一

福
岡
商
工
連
盟

礒
山　

誠
二

代
表
者
の
氏
名

礒
山　

誠
二

末
吉　

紀
雄

二
七
、
一
〇
、
二
六

中
尾
ち
え
後
援

会

中
尾　

千
枝

　

主
た
る
事
務
所

の
所
在
地

福
岡
県
八
女
郡
広

川
町
新
代
七
三
六

―

九

福
岡
県
八
女
郡
広

川
町
新
代
一
四
四

九―
一
五

二
七
、
一
〇
、
一
三

お
ん
が
町
づ
く

り
研
究
会
（
柴

田
昭
德
後
援
会

）

柴
田　

昭
徳

　

会
計
責
任
者
の

氏
名

柴
田　

清
子　
　

　

大
和　

幹
夫　
　

　

二
七
、
一
〇
、　

一

㈠　

政
党
の
支
部

政　
　

治　
　

団　
　

体　
　

の　
　

名　
　

称

代
表
者

の
氏
名

解
散
年
月
日

自
由
民
主
党
柳
川
支
部

江
口　

吉
男

二
七
、　

七
、
三
一

㈡　

そ
の
他
の
政
治
団
体
（
政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
）

政　
　

治　
　

団　
　

体　
　

の　
　

名　
　

称

代
表
者

の
氏
名

解
散
年
月
日

小
島
忠
義
後
援
会
（
設
立
届
出
年
月
日　

二
五
、
一
二
、
一
二
）　
　
　
　

砂
原
み
つ
お
と
手
を
つ
な
ぐ
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

須
山
由
紀
生
後
援
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

竹
本
慶
吉
後
援
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

山
田
ひ
で
と
し
後
援
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

小
島　

忠
義

　
本
郷　

茂
隆

　
溝
上　

羊
一

　
藤
川　

武
春

　
山
田　

英
敏

二
七
、
一
〇
、
二
七

二
七
、　

七
、
三
〇

二
七
、
一
〇
、
一
九

二
七
、　

九
、
三
〇

二
七
、
一
〇
、　

一

資
金
管
理
団

体
の
届
出
を

し
た
者
（
代

表
者
）
の
氏

名

公
職
の
種
類

資
金
管
理
団
体
の

名
称

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

指
定
年
月
日
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▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎　

　
福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
二
十
七
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
治
団

体
の
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の

と
お
り
公
表
す
る
。

　
　

平
成
二
十
八
年
三
月
十
八
日

福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長　
　

藤　

井　

克　

已　
　

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎　

　
福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
二
十
五
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
九
条
第
三
項
第
三
号
の
規
定
に
よ

る
資
金
管
理
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定

に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

　
　

平
成
二
十
八
年
三
月
十
八
日

福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長　
　

藤　

井　

克　

已　
　

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎　

　
福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
二
十
六
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
治
団

体
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
そ
の
名
称
等
を
次
の
と
お

り
公
表
す
る
。

　
　

平
成
二
十
八
年
三
月
十
八
日

福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長　
　

藤　

井　

克　

已　
　

川
島　

忠
孝

広
川
町
議
会

議
員

川
島
忠
孝
後
援
会

福
岡
県
八
女
郡
広
川
町
大
字
新
代
八
四

〇―

一

二
七
、
一
〇
、　

二

中
尾　

千
枝

中
尾
ち
え
後
援

会

二
七
、
一
〇
、
一
三

主
た
る
事
務
所

の
所
在
地

福
岡
県
八
女
郡
広

川
町
新
代
七
三
六

―

九

福
岡
県
八
女
郡
広

川
町
新
代
一
四
四

九―
一
五

資
金
管
理
団

体
の
届
出
を

し
た
者
の
氏

名

資
金
管
理
団
体

の
名
称

異
動
年
月
日

異
動
事
項

新

旧

㈠　

そ
の
他
の
政
治
団
体
（
政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
）

　

イ　

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
以
外
の
政
治
団
体

く
ら
し
と
政
治
と
赤

村
の
未
来
を
語
る
会

湯
口　

澄
夫

湯
口　

澄
夫

福
岡
県
田
川
郡
赤
村
赤
一
九
三
四

二
七
、
一
一
、
二
〇

政
治
団
体
の
名
称

代
表
者

の
氏
名

会
計
責
任

者
の
氏
名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

届
出
年
月
日

村
岡
よ
し
や
す
後
援

会

熊
谷　

尚
久

松
島
真
由
美

福
岡
県
行
橋
市
大
字
今
井
三
四
四
三

二
七
、
一
一
、
一
七

政
治
団
体

の
名
称

代
表
者

の
氏
名

異
動
事
項

新

旧

異
動
年
月
日

民
主
党
福
岡

県
総
支
部
連

合
会

緒
方
林
太
郎

代
表
者
の
氏
名

緒
方
林
太
郎

大
久
保　

勉

二
七
、
一
一
、
一
八

民
主
党
福
岡

県
総
支
部
連

合
会

緒
方
林
太
郎

会
計
責
任
者
の

氏
名

川
﨑　

俊
丸

岩
元　

一
儀

二
七
、
一
一
、
二
一

㈠　

政
党
の
支
部

政
治
団
体
の

名
称

代
表
者

の
氏
名

異
動
事
項

新

旧

異
動
年
月
日

因
き
よ
の
り
後

援
会

因　
　

清
範

主
た
る
事
務
所

の
所
在
地

福
岡
県
糟
屋
郡
粕

屋
町
大
字
江
辻
一

九
一

福
岡
県
糟
屋
郡
粕

屋
町
若
宮
一―

四

―

一
一

二
七
、
一
〇
、
二
六

江
崎
太
郎
後
援

会

江
﨑　

太
郎

主
た
る
事
務
所

の
所
在
地

福
岡
県
福
岡
市
西

区
上
山
門
三―

一

四―

六

福
岡
県
福
岡
市
西

区
生
の
松
原
二―

七―

一
〇

二
七
、　

五
、　

一

奥
村
直
樹
後
援

会

奥
村　

直
樹

主
た
る
事
務
所

の
所
在
地

福
岡
県
北
九
州
市

門
司
区
大
字
畑
一

五
五
五―

一―

一

福
岡
県
北
九
州
市

門
司
区
大
字
猿
喰

五
七
二―

七

二
七
、　

五
、　

一

㈡　

そ
の
他
の
政
治
団
体
（
政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
）
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▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎　

　
福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
二
十
九
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
九
条
第
三
項
第
三
号
の
規
定
に
よ

る
資
金
管
理
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定

に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

　
　

平
成
二
十
八
年
三
月
十
八
日

福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長　
　

藤　

井　

克　

已　
　

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎　

　
福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
三
十
号

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎　

　
福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
二
十
八
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
治

団
体
の
解
散
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

　
　

平
成
二
十
八
年
三
月
十
八
日

福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長　
　

藤　

井　

克　

已　
　

　
　

第
二
十
一
条
の
七
の
見
出
し
中
「
不
服
申
立
て
」
を
「
審
査
請
求
」
に
改
め
、
同
条
中
「
不
服
申

立
て
」
を
「
審
査
請
求
」
に
、
「
不
服
申
立
期
間
」
を
「
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
期
間
」

に
改
め
る
。

　
　

第
二
十
二
条
第
二
号
中
「
第
三
号
又
は
第
四
号
」
を
「
第
三
号
、
第
四
号
及
び
第
七
号
か
ら
第
十

号
ま
で
の
い
ず
れ
か
」
に
改
め
、
同
条
第
五
号
を
削
る
。

　
　

第
二
十
三
条
第
一
項
第
一
号
中
「
一
」
を
「
い
ず
れ
か
」
に
改
め
る
。

（
福
岡
県
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
施
行
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
の
一
部

改
正
）

第
二
条　

福
岡
県
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
施
行
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（

平
成
二
十
七
年
福
岡
県
人
事
委
員
会
規
則
第
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

附
則
第
二
項
の
表
中
「
百
分
の
十
八
・
五
」
を
「
百
分
の
二
十
」
に
、
「
百
分
の
十
五
・
五
」
を

「
百
分
の
十
六
」
に
、
「
百
分
の
十
四
」
を
「
百
分
の
十
五
」
に
、
「
百
分
の
五
・
二
」
を
「
百
分

の
五
・
四
」
に
、
「
百
分
の
四
」
を
「
百
分
の
四
・
二
五
」
に
改
め
る
。

　
　

附
則
第
三
項
中
「
百
分
の
十
五
・
五
」
を
「
百
分
の
十
六
」
に
改
め
る
。

　
　

附
則
第
四
項
の
見
出
し
を
削
り
、
同
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

４　

削
除

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎　

　

職
員
の
懲
戒
の
手
続
及
び
効
果
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布

す
る
。

　
　

平
成
二
十
八
年
三
月
十
八
日

福
岡
県
人
事
委
員
会
委
員
長　
　

簑　

田　

孝　

行　
　

福
岡
県
人
事
委
員
会
規
則
第
七
号

職
員
の
懲
戒
の
手
続
及
び
効
果
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

職
員
の
懲
戒
の
手
続
及
び
効
果
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
二
十
七
年
福
岡
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二
号

）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
三
条
の
見
出
し
を
「
処
分
説
明
書
の
交
付
」
に
改
め
、
同
条
中
「
、
法
第
四
十
九
条
第
一
項
に
規

定
す
る
説
明
書
（
様
式
）
の
写
一
通
」
を
「
、
処
分
説
明
書
の
写
し
」
に
改
め
、
同
条
を
同
条
第
二
項

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
資
金

管
理
団
体
の
指
定
の
取
消
し
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き

、
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

　
　

平
成
二
十
八
年
三
月
十
八
日

福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長　
　

藤　

井　

克　

已　
　

　

福
岡
県
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
施
行
に
関
す
る
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定

し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
八
年
三
月
十
八
日

福
岡
県
人
事
委
員
会
委
員
長　
　

簑　

田　

孝　

行　
　

福
岡
県
人
事
委
員
会
規
則
第
六
号

福
岡
県
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
施
行
に
関
す
る
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則

　

（
福
岡
県
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
施
行
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条　

福
岡
県
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
施
行
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
福
岡
県
人

事
委
員
会
規
則
第
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

第
十
二
条
の
三
十
第
三
項
第
一
号
中
「
六
千
円
」
を
「
八
千
円
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
一

万
二
千
円
」
を
「
一
万
六
千
円
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
一
万
九
千
円
」
を
「
二
万
四
千
円
」

に
改
め
、
同
項
第
四
号
中
「
二
万
五
千
円
」
を
「
三
万
二
千
円
」
に
改
め
、
同
項
第
五
号
中
「
三
万

二
千
円
」
を
「
四
万
円
」
に
改
め
、
同
項
第
六
号
中
「
三
万
七
千
円
」
を
「
四
万
六
千
円
」
に
改
め

、
同
項
第
七
号
中
「
四
万
二
千
円
」
を
「
五
万
二
千
円
」
に
改
め
、
同
項
第
八
号
中
「
四
万
七
千
円

」
を
「
五
万
八
千
円
」
に
改
め
、
同
項
第
九
号
中
「
五
万
二
千
円
」
を
「
六
万
四
千
円
」
に
改
め
、

同
項
第
十
号
中
「
五
万
七
千
円
」
を
「
七
万
円
」
に
改
め
る
。

と
し
、
同
項
の
前
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

　

法
第
四
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
説
明
書
の
交
付
は
、
処
分
説
明
書
（
別
記
様
式
）
に
よ
り
行

う
も
の
と
す
る
。

　

様
式
中
「60日

」
を
「３

か
月

」
に
改
め
、
注
の
４
を
削
り
、
同
様
式
を
別
記
様
式
と
す
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎　

　

職
務
に
専
念
す
る
義
務
の
免
除
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布

す
る
。

　
　

平
成
二
十
八
年
三
月
十
八
日

福
岡
県
人
事
委
員
会
委
員
長　
　

簑　

田　

孝　

行　
　

福
岡
県
人
事
委
員
会
規
則
第
八
号

職
務
に
専
念
す
る
義
務
の
免
除
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

職
務
に
専
念
す
る
義
務
の
免
除
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
一
年
福
岡
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二
十

一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
二
条
第
三
号
中
「
不
服
申
立
て
」
を
「
審
査
請
求
」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

と
み
な
が
正
博

後
援
会

冨
永　

正
博

主
た
る
事
務
所

の
所
在
地

福
岡
県
福
岡
市
東

区
馬
出
二―

二―

五
五―

二
Ｆ

福
岡
県
福
岡
市
東

区
馬
出
一―

二
一

―

一
市
営
馬
出
東

住
宅
八
〇
三
号

二
七
、　

六
、　

一

な
る
み
圭
矢
後

援
会

鳴
海　

三
恵

主
た
る
事
務
所

の
所
在
地

代
表
者
の
氏
名

福
岡
県
糟
屋
郡
宇

美
町
若
草
一―

三

―

二
六

鳴
海　

三
恵

福
岡
県
糟
屋
郡
宇

美
町
宇
美
中
央
二

―

八―

九

鳴
海　

圭
矢

二
七
、
一
一
、　

一

福
岡
を
ア
ジ
ア

の
リ
ー
ダ
ー
都

市
に
す
る
会

妹
尾　

俊
見

主
た
る
事
務
所

の
所
在
地

福
岡
県
福
岡
市
西

区
西
の
丘
二―
一

〇―

二

福
岡
県
福
岡
市
中

央
区
荒
戸
二―

一

―

八

二
七
、
一
〇
、
三
一

松
延
隆
俊
後
援

会

平
野　

敏
之

代
表
者
の
氏
名

平
野　

敏
之

新
開　

俊
男

二
七
、　

一
、
一
八

西
川
京
子
後
援

会

西
川　

京
子

主
た
る
事
務
所

の
所
在
地

会
計
責
任
者
の

氏
名

福
岡
県
北
九
州
市

小
倉
北
区
砂
津
一

―

六―

二
五―

三

〇
二

西
川　

裕
樹

福
岡
県
北
九
州
市

小
倉
北
区
馬
借
二

―

六―

六―

三
〇

八徳
永　

晃
久

二
七
、　

五
、　

一

二
七
、
一
一
、　

一

㈠　

そ
の
他
の
政
治
団
体
（
政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
）

政　
　

治　
　

団　
　

体　
　

の　
　

名　
　

称

代
表
者

の
氏
名

解
散
年
月
日

く
り
た
幸
則
後
援
会　
　

ち
か
っ
ぱ
福
岡　
　
　
　

栗
田　

幸
則

　
吉
武　

輝
実

　

二
七
、
一
一
、
一
二

二
七
、
一
一
、
一
八

中
瀬
つ
か
さ
後
援
会　
　

ま
つ
き
道
後
援
会　
　
　

森
山
金
光
後
援
会　
　
　

山
下
た
か
し
後
援
会　
　

中
瀬　
　

司

　
松
木　
　

道

　
太
田　

哲
三

　
山
下　

貴
史

二
七
、
一
〇
、
三
〇

二
七
、　

五
、
一
〇

二
六
、
一
一
、
一
五

二
七
、
一
一
、
一
一

資
金
管
理
団

体
の
届
出
を

し
た
者
の
氏

名

資
金
管
理
団
体

の
名
称

異
動
年
月
日

異
動
事
項

新

旧

因　
　

清
範

因
き
よ
の
り
後

援
会

二
七
、
一
〇
、
二
六

主
た
る
事
務
所

の
所
在
地

福
岡
県
糟
屋
郡
粕

屋
町
大
字
江
辻
一

九
一

福
岡
県
糟
屋
郡
粕

屋
町
若
宮
一―

四

―

一
一

江
﨑　

太
郎

江
崎
太
郎
後
援

会

二
七
、　

五
、　

一

主
た
る
事
務
所

の
所
在
地

福
岡
県
福
岡
市
西

区
上
山
門
三―

一

四―

六

福
岡
県
福
岡
市
西

区
生
の
松
原
二―

七―

一
〇

奥
村　

直
樹

奥
村
直
樹
後
援

会

二
七
、　

五
、　

一

主
た
る
事
務
所

の
所
在
地

福
岡
県
北
九
州
市

門
司
区
大
字
畑
一

五
五
五―

一―

一

福
岡
県
北
九
州
市

門
司
区
猿
喰
五
七

二―

七

西
川　

京
子

西
川
京
子
後
援

会

二
七
、　

五
、　

一

主
た
る
事
務
所

の
所
在
地

福
岡
県
北
九
州
市

小
倉
北
区
砂
津
一

―

六―

二
五―

三

〇
二

福
岡
県
北
九
州
市

小
倉
北
区
馬
借
二

―

六―

六―

三
〇

八
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▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎　

　
福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
二
十
九
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
九
条
第
三
項
第
三
号
の
規
定
に
よ

る
資
金
管
理
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定

に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

　
　

平
成
二
十
八
年
三
月
十
八
日

福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長　
　

藤　

井　

克　

已　
　

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎　

　
福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
三
十
号

　
　

第
二
十
一
条
の
七
の
見
出
し
中
「
不
服
申
立
て
」
を
「
審
査
請
求
」
に
改
め
、
同
条
中
「
不
服
申

立
て
」
を
「
審
査
請
求
」
に
、
「
不
服
申
立
期
間
」
を
「
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
期
間
」

に
改
め
る
。

　
　

第
二
十
二
条
第
二
号
中
「
第
三
号
又
は
第
四
号
」
を
「
第
三
号
、
第
四
号
及
び
第
七
号
か
ら
第
十

号
ま
で
の
い
ず
れ
か
」
に
改
め
、
同
条
第
五
号
を
削
る
。

　
　

第
二
十
三
条
第
一
項
第
一
号
中
「
一
」
を
「
い
ず
れ
か
」
に
改
め
る
。

（
福
岡
県
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
施
行
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
の
一
部

改
正
）

第
二
条　

福
岡
県
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
施
行
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（

平
成
二
十
七
年
福
岡
県
人
事
委
員
会
規
則
第
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

附
則
第
二
項
の
表
中
「
百
分
の
十
八
・
五
」
を
「
百
分
の
二
十
」
に
、
「
百
分
の
十
五
・
五
」
を

「
百
分
の
十
六
」
に
、
「
百
分
の
十
四
」
を
「
百
分
の
十
五
」
に
、
「
百
分
の
五
・
二
」
を
「
百
分

の
五
・
四
」
に
、
「
百
分
の
四
」
を
「
百
分
の
四
・
二
五
」
に
改
め
る
。

　
　

附
則
第
三
項
中
「
百
分
の
十
五
・
五
」
を
「
百
分
の
十
六
」
に
改
め
る
。

　
　

附
則
第
四
項
の
見
出
し
を
削
り
、
同
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

４　

削
除

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎　

　

職
員
の
懲
戒
の
手
続
及
び
効
果
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布

す
る
。

　
　

平
成
二
十
八
年
三
月
十
八
日

福
岡
県
人
事
委
員
会
委
員
長　
　

簑　

田　

孝　

行　
　

福
岡
県
人
事
委
員
会
規
則
第
七
号

職
員
の
懲
戒
の
手
続
及
び
効
果
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

職
員
の
懲
戒
の
手
続
及
び
効
果
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
二
十
七
年
福
岡
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二
号

）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
三
条
の
見
出
し
を
「
処
分
説
明
書
の
交
付
」
に
改
め
、
同
条
中
「
、
法
第
四
十
九
条
第
一
項
に
規

定
す
る
説
明
書
（
様
式
）
の
写
一
通
」
を
「
、
処
分
説
明
書
の
写
し
」
に
改
め
、
同
条
を
同
条
第
二
項

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
資
金

管
理
団
体
の
指
定
の
取
消
し
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き

、
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

　
　

平
成
二
十
八
年
三
月
十
八
日

福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長　
　

藤　

井　

克　

已　
　

　

福
岡
県
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
施
行
に
関
す
る
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定

し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
八
年
三
月
十
八
日

福
岡
県
人
事
委
員
会
委
員
長　
　

簑　

田　

孝　

行　
　

福
岡
県
人
事
委
員
会
規
則
第
六
号

福
岡
県
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
施
行
に
関
す
る
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則

　

（
福
岡
県
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
施
行
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条　

福
岡
県
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
施
行
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
福
岡
県
人

事
委
員
会
規
則
第
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

第
十
二
条
の
三
十
第
三
項
第
一
号
中
「
六
千
円
」
を
「
八
千
円
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
一

万
二
千
円
」
を
「
一
万
六
千
円
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
一
万
九
千
円
」
を
「
二
万
四
千
円
」

に
改
め
、
同
項
第
四
号
中
「
二
万
五
千
円
」
を
「
三
万
二
千
円
」
に
改
め
、
同
項
第
五
号
中
「
三
万

二
千
円
」
を
「
四
万
円
」
に
改
め
、
同
項
第
六
号
中
「
三
万
七
千
円
」
を
「
四
万
六
千
円
」
に
改
め

、
同
項
第
七
号
中
「
四
万
二
千
円
」
を
「
五
万
二
千
円
」
に
改
め
、
同
項
第
八
号
中
「
四
万
七
千
円

」
を
「
五
万
八
千
円
」
に
改
め
、
同
項
第
九
号
中
「
五
万
二
千
円
」
を
「
六
万
四
千
円
」
に
改
め
、

同
項
第
十
号
中
「
五
万
七
千
円
」
を
「
七
万
円
」
に
改
め
る
。

と
し
、
同
項
の
前
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

　

法
第
四
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
説
明
書
の
交
付
は
、
処
分
説
明
書
（
別
記
様
式
）
に
よ
り
行

う
も
の
と
す
る
。

　

様
式
中
「60日

」
を
「３

か
月

」
に
改
め
、
注
の
４
を
削
り
、
同
様
式
を
別
記
様
式
と
す
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎　

　

職
務
に
専
念
す
る
義
務
の
免
除
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布

す
る
。

　
　

平
成
二
十
八
年
三
月
十
八
日

福
岡
県
人
事
委
員
会
委
員
長　
　

簑　

田　

孝　

行　
　

福
岡
県
人
事
委
員
会
規
則
第
八
号

職
務
に
専
念
す
る
義
務
の
免
除
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

職
務
に
専
念
す
る
義
務
の
免
除
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
一
年
福
岡
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二
十

一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
二
条
第
三
号
中
「
不
服
申
立
て
」
を
「
審
査
請
求
」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

人
事
委
員
会

㈠　

法
第
十
九
条
第
三
項
第
一
号
に
よ
る
届
出

資
金
管
理
団
体
の
届
出

を
し
た
者
の
氏
名

資　

金　

管　

理　

団　

体　

の　

名　

称

取
消
年
月
日

栗
田　

幸
則

く
り
た
幸
則
後
援
会

二
七
、
一
一
、
一
二
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▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎　

　
福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
二
十
九
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
九
条
第
三
項
第
三
号
の
規
定
に
よ

る
資
金
管
理
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定

に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

　
　

平
成
二
十
八
年
三
月
十
八
日

福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長　
　

藤　

井　

克　

已　
　

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎　

　
福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
三
十
号

　
　

第
二
十
一
条
の
七
の
見
出
し
中
「
不
服
申
立
て
」
を
「
審
査
請
求
」
に
改
め
、
同
条
中
「
不
服
申

立
て
」
を
「
審
査
請
求
」
に
、
「
不
服
申
立
期
間
」
を
「
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
期
間
」

に
改
め
る
。

　
　

第
二
十
二
条
第
二
号
中
「
第
三
号
又
は
第
四
号
」
を
「
第
三
号
、
第
四
号
及
び
第
七
号
か
ら
第
十

号
ま
で
の
い
ず
れ
か
」
に
改
め
、
同
条
第
五
号
を
削
る
。

　
　

第
二
十
三
条
第
一
項
第
一
号
中
「
一
」
を
「
い
ず
れ
か
」
に
改
め
る
。

（
福
岡
県
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
施
行
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
の
一
部

改
正
）

第
二
条　

福
岡
県
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
施
行
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（

平
成
二
十
七
年
福
岡
県
人
事
委
員
会
規
則
第
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

附
則
第
二
項
の
表
中
「
百
分
の
十
八
・
五
」
を
「
百
分
の
二
十
」
に
、
「
百
分
の
十
五
・
五
」
を

「
百
分
の
十
六
」
に
、
「
百
分
の
十
四
」
を
「
百
分
の
十
五
」
に
、
「
百
分
の
五
・
二
」
を
「
百
分

の
五
・
四
」
に
、
「
百
分
の
四
」
を
「
百
分
の
四
・
二
五
」
に
改
め
る
。

　
　

附
則
第
三
項
中
「
百
分
の
十
五
・
五
」
を
「
百
分
の
十
六
」
に
改
め
る
。

　
　

附
則
第
四
項
の
見
出
し
を
削
り
、
同
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

４　

削
除

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎　

　

職
員
の
懲
戒
の
手
続
及
び
効
果
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布

す
る
。

　
　

平
成
二
十
八
年
三
月
十
八
日

福
岡
県
人
事
委
員
会
委
員
長　
　

簑　

田　

孝　

行　
　

福
岡
県
人
事
委
員
会
規
則
第
七
号

職
員
の
懲
戒
の
手
続
及
び
効
果
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

職
員
の
懲
戒
の
手
続
及
び
効
果
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
二
十
七
年
福
岡
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二
号

）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
三
条
の
見
出
し
を
「
処
分
説
明
書
の
交
付
」
に
改
め
、
同
条
中
「
、
法
第
四
十
九
条
第
一
項
に
規

定
す
る
説
明
書
（
様
式
）
の
写
一
通
」
を
「
、
処
分
説
明
書
の
写
し
」
に
改
め
、
同
条
を
同
条
第
二
項

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
資
金

管
理
団
体
の
指
定
の
取
消
し
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き

、
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

　
　

平
成
二
十
八
年
三
月
十
八
日

福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長　
　

藤　

井　

克　

已　
　

　

福
岡
県
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
施
行
に
関
す
る
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定

し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
八
年
三
月
十
八
日

福
岡
県
人
事
委
員
会
委
員
長　
　

簑　

田　

孝　

行　
　

福
岡
県
人
事
委
員
会
規
則
第
六
号

福
岡
県
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
施
行
に
関
す
る
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則

　

（
福
岡
県
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
施
行
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条　

福
岡
県
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
施
行
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
福
岡
県
人

事
委
員
会
規
則
第
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

第
十
二
条
の
三
十
第
三
項
第
一
号
中
「
六
千
円
」
を
「
八
千
円
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
一

万
二
千
円
」
を
「
一
万
六
千
円
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
一
万
九
千
円
」
を
「
二
万
四
千
円
」

に
改
め
、
同
項
第
四
号
中
「
二
万
五
千
円
」
を
「
三
万
二
千
円
」
に
改
め
、
同
項
第
五
号
中
「
三
万

二
千
円
」
を
「
四
万
円
」
に
改
め
、
同
項
第
六
号
中
「
三
万
七
千
円
」
を
「
四
万
六
千
円
」
に
改
め

、
同
項
第
七
号
中
「
四
万
二
千
円
」
を
「
五
万
二
千
円
」
に
改
め
、
同
項
第
八
号
中
「
四
万
七
千
円

」
を
「
五
万
八
千
円
」
に
改
め
、
同
項
第
九
号
中
「
五
万
二
千
円
」
を
「
六
万
四
千
円
」
に
改
め
、

同
項
第
十
号
中
「
五
万
七
千
円
」
を
「
七
万
円
」
に
改
め
る
。

と
し
、
同
項
の
前
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

　

法
第
四
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
説
明
書
の
交
付
は
、
処
分
説
明
書
（
別
記
様
式
）
に
よ
り
行

う
も
の
と
す
る
。

　

様
式
中
「60日

」
を
「３

か
月

」
に
改
め
、
注
の
４
を
削
り
、
同
様
式
を
別
記
様
式
と
す
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎
▎　

　

職
務
に
専
念
す
る
義
務
の
免
除
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布

す
る
。

　
　

平
成
二
十
八
年
三
月
十
八
日

福
岡
県
人
事
委
員
会
委
員
長　
　

簑　

田　

孝　

行　
　

福
岡
県
人
事
委
員
会
規
則
第
八
号

職
務
に
専
念
す
る
義
務
の
免
除
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

職
務
に
専
念
す
る
義
務
の
免
除
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
一
年
福
岡
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二
十

一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
二
条
第
三
号
中
「
不
服
申
立
て
」
を
「
審
査
請
求
」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。




